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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第171期

第１四半期連結
累計期間

第172期
第１四半期連結
累計期間

第171期

会計期間
自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日

自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日

自　平成22年４月１日
至　平成23年３月31日

売上高 （千円） 1,901,088 1,913,312 7,886,668

経常利益 （千円） 96,394 74,977 323,588

四半期（当期）純利益 （千円） 40,385 45,069 241,122

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 20,055 48,986 225,286

純資産額 （千円） 2,547,520 2,760,973 2,752,584

総資産額 （千円） 9,193,017 9,395,635 9,704,909

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 2.99 3.33 17.83

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 27.6 29.2 28.2

（注）１. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

      ２. 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、第171期第１四半期連結累計期間、第172期第

１四半期連結累計期間及び第171期は潜在株式がないため記載しておりません。

      ３. 第171期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

　　

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断

したものであります。

　

(1）経営成績の分析

　当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響により景気は大きく後退いたしましたが、

サプライチェーンの復旧が進むにつれ、生産活動も徐々に回復し景気は持ち直しの動きが見えつつあります。

　当社グループを取り巻く関連業界におきましては、主な取引先である自動車関連産業は、震災の影響により生産は

大きく減少いたしましたが、サプライチェーンの復旧につれ生産活動の水準は当初の予想より前倒しで回復しつつ

あります。また、鉄鋼産業は震災の影響と製造業の生産活動の落ち込みにより生産量は前年比減少の状況にありま

す。

　このような環境の中、当社グループは、積極的な販売活動を行うとともに、経費の見直しと生産の効率化に取り組

んでまいりましたものの、売上総利益率が低下したため、当第１四半期連結累計期間の売上高は19億１千３百万円

（前年同四半期比0.6％増）、営業利益は８千万円（前年同四半期比22.9％減）、経常利益は７千５百万円（前年同

四半期比22.2％減）、四半期純利益は４千５百万円（前年同四半期比11.6％増）となりました。　

　

　①事業の分野別業績

　鋳造業界向けでは、自動車をはじめとする輸送機械関連企業が緩やかながらも回復基調に転じ、売上高は10億８千

２百万円（売上高比率56.5％）と前年同期比10.1％増加いたしました。

　鉄鋼業界向けでは、鉄鋼生産自体は震災の影響と製造業の生産活動の落ち込みにより生産量が減少した影響を受

け、売上高は３億２千万円（売上高比率16.7％）と前年同期比2.1％減少いたしました。

　溶解炉・環境関連市場向けでは、民間設備投資が低迷し、大型工業炉の需要が減少したため、売上高は３億８百万

円（売上高比率16.1％）と前年同期比8.6％減少いたしました。

　海外向けでは、中国・東南アジア向け需要は順調に推移しており、売上高は１億４千５百万円（売上高比率

7.6％）となりましたが、前年同期比では、前年上期は大型炉プロジェクトもあり、18.1％減少いたしました。

　不動産賃貸事業につきましては、一部テナントの退去により、売上高は５千９百万円（売上高比率3.1％）と前年

同期比24.4％減少いたしました。

　

②セグメントの業績

　セグメント別の売上高は、耐火物等が15億３千７百万円（売上高比率80.2％）と前年同四半期比3.2％増加し、営

業利益は１億７千１百万円となりました。溶解炉・環境関連市場向け製品中心のエンジニアリングは３億２千万円

（売上高比率16.7％）と前年同四半期比4.8％減少し、営業損失は８百万円となりました。不動産賃貸事業は５千９

百万円（売上高比率3.1％）と前年同四半期比24.3％減少し、営業利益は３千４百万円となりました。
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　　(2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末比３億円（4.4％）減少し、64億５千７百万円とな

りました。主なものは、現金及び預金、売上債権の減少によるものです。 

　当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末比９百万円（0.3％）減少し、29億３千９百万円と

なりました。

　これにより、当第１四半期連結会計期間末の総資産は、全体で前連結会計年度末比３億９百万円（3.2％）減少し、

93億９千６百万円となりました。　

　当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末比８千９百万円（1.9％）減少し、46億２千５百万

円となりました。

　当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末比２億２千９百万円（10.2％）減少し、20億１千万

円となりました。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末比８百万円（0.3％）増加し、27億６千１百万円とな

りました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は29.2％（前連結会計年度末は28.2％）となりました。　

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。　

　

　なお当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。 

　当社は、平成20年５月15日開催の当社取締役会において、「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防

衛策）」（以下、「原プラン」といいます。）の導入を決議し、平成20年６月27日開催の当社第168回定時株主総会に

おいて株主の皆様のご承認をいただきました。

　原プランは、平成23年６月29日開催予定の当社定時株主総会（以下「本定時株主総会」といいます。）の終結の時

をもって有効期間が満了することから、当社は、原プラン導入後の情勢変化及び買収防衛策に関する議論の動向等を

勘案し、当社の企業価値・株主共同の利益向上の観点から、継続の是非も含め、その在り方について検討してまいり

ました。

　かかる検討の結果、株主の皆様が適切な判断をするために必要な十分な情報及び時間の確保、買付者等との交渉機

会の確保等の観点から、原プランはなお有用であると判断し、平成23年５月13日開催の当社取締役会において、原プ

ランを継続（以下、継続後の「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）を「本プラン」といい

ます。）することを決議いたしました。本プランについては、平成23年６月29日開催の当社定時株主総会において、関

連議案が承認されております。 

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては、当社の経営理念及び企業価値の源泉ならびに当

社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の中長期的な

確保・向上に資する者が望ましいと考えております。

　　当社は、金融商品取引所に株式を上場しておりますので、当社の株式は株主及び投資家の皆様による自由な取引が

原則であり、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基

づき行われるものと考えており、当社株式に対する大規模買付行為があった場合においても、これが当社の企業価

値の向上及び株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

　　しかしながら、当社の株式の大規模買付行為の中には、当社の持続的な企業価値向上のために必要不可欠な取引先、

債権者、従業員等のステークホルダー（利害関係者）との良好な関係を損ねるおそれのあるもの、株主に対して当

社株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの、当社や株主に対して当該行為に係る提案内容や代替案等を検討

するための十分な時間や情報を提供しないもの等、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものも少なくあ

りません。

　　当社はこのような大規模買付行為や買付提案を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不

適切であり、このような者による買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置をとることにより、当社の企業　価

値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。

EDINET提出書類

日本坩堝株式会社(E01131)

四半期報告書

 4/24



２．基本方針実現のための取組みについて 

　（1） 企業価値・株主共同利益の源泉

　　　　　当社は、明治18年（1885年）の創業以来、耐火物及び工業炉のメーカーとして126年間、国内外の鋳造業界、鉄鋼業

界を中心とした市場に対し製品を供給してまいりました。当社が長年にわたり継続企業（ゴーイングコンサー

ン）として存続してきた理由は、取引先、債権者、従業員等のステークホルダー（利害関係者）との長期的な信

頼関係を基盤とし、販売、研究開発、品質改善、コストダウン、新製品開発など顧客の要求に応える継続的な努力

により常に企業価値の向上を目指してきたことによるものと考え、今後も一更の研鑽を努めてまいります。

　　　　　当社は、「創造性豊かな活力に満ちた役職員により、伝統を守りつつ、いかなる時代、いかなる環境にも適合する会

社を、目指す」ことを経営理念として、平成23年度以降、新３ヵ年計画を策定し、さらなる企業発展をめざして

まいります。

　　　　　その活動目標は、次のとおりであります。

　　　　 ①主力の鋳造市場に対しては、髙品質の黒鉛ルツボのシェア拡大を図るとともに、自動車メーカー、太陽光発電

メーカーなどの設備投資拡大に対応し、鋳造用耐火物の拡販をする。

　　　　 ②鉄鋼市場に対しては、従来の客先に加え新規の客先を深耕し、不定形耐火物の拡販を強化する。

　　　　 ③溶解炉・環境関連市場に対しては、ルツボ式連続溶解保持炉（メルキーパー）を主力として拡販に注力する

とともに、環境関連の新用途溶解炉の開発を推進する。原子力発電所向けの高性能特殊ルツボについて

も、品質向上を図り拡販をする。

　　　　 ④海外市場に対しては、中国市場については、現地法人及び合弁企業を通して黒鉛ルツボの拡販とともにメル

キーパー、不定形耐火物など鋳造用耐火物の市場開拓を促進する。タイ市場においても、合弁企業による

メルキーパーの市場開拓を進め、アジア市場への積極的な拡販を強化していく。

　 　　　⑤調達部による原材料、設備、機材の合理的購入を強力に推し進めるとともに、製造工場においては、品質管理を

徹底するとともに生産性の向上を図り、高性能製品の安定供給と総コスト低減を推進する。

　　　　 ⑥不動産賃貸業に対しては、本社賃貸ビルの安定的収益を維持し、豊田・大阪工場の遊休土地の有効活用を推進

していく。

　　　　　　なお、原材料の高騰、景気の不透明感による需要の減少傾向の懸念等、経営環境の変化は激しいものがあり、当社

は常に変化に柔軟に対応し、企業価値の向上を図ってまいる考えであります。

　 　　　　 利益配分に関しましては、経営基盤の安定化のために必要な内部留保を確保しながら、継続的かつ安定的な配

当を行い株主の皆様への利益還元を図ってまいる方針であります。

　　　　　　当社は、当社の企業価値と株主共同の利益を向上させていくためには、当社の事業を深く理解し、以上のような

諸施策を実施していくことが不可欠なものと考えます。

　（2） コーポレートガバナンスへの取り組み 

　　　　　当社は、株主をはじめとするステークホルダー重視の観点から、経営が健全、適切且つ効率的に運営されているか

を監視、統制する仕組みを構築するため、取締役会、監査役会のほかに内部監査室を設置し、経営における透明

性を高め、公正性の維持・向上に努めています。

　　　　　また、内部統制を経営上の重要課題として捉え、社外監査役による監査体制の充実、法律・会計上の専門家による

充実したサポート、内部監査室を含めた法務部門、経理部門の体制強化に努めており、企業価値向上を図るべ

く、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に取組んでいます。

　　　　　取締役会は取締役６名で構成され、毎月１回の定例開催や必要に応じた臨時開催により経営の基本方針や重要事

項を協議、議論を行うことで対策等を検討しています。

　　　　　監査役会は常勤の監査役１名、非常勤の監査役２名（３名全員が社外監査役）で構成され、取締役会には監査役全

員が出席しており、取締役とは職責を異にする独立機関であることを十分に認識し、積極的且つ活発な発言を

しています。さらに監査役は取締役会のほか、社内の重要な会議に必ず出席するほか、重要な決裁文書を閲覧

し、取締役、使用人から報告を受けるなど、取締役の業務の執行を監視しています。

　　　　　当社は内部統制の徹底を期す目的で、社長直轄の内部監査室を設置しており、総務部法務室、経理部及び内部監査

室が監査役会、監査法人と連携を取り、適時監査し、必要に応じて弁護士へ連絡をとり、対応する体制をとって

おります。
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３．本プランの目的 

　　　　　本プランは、当社株式の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断

をするために必要かつ十分な情報及び時間を確保するとともに、大規模買付行為を行おうとする者との交渉の機

会を確保することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として導入

したものです。

　　　　　本プランは、以下のとおり、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するととも

に、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能

性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀

損する当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。　

　　　　　なお、本プランにおいては、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除するため、独立委員会規

程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、

公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみ

から構成される独立委員会（以下「独立委員会」といいます。）の勧告を最大限尊重するとともに、株主の皆様

に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。現在の独立委員会委員である本林　徹

氏、茂木康三郎氏、草野成郎氏は、本プランの継続後も引き続き就任する予定です。

４．本プランの内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されること

を防止するための取組み）

 （1）本プランに係る手続き 

　①対象となる大規模買付等 

　　　 本プランは以下の(ⅰ)または(ⅱ)に該当する行為もしくはこれに類似する行為またはこれらの提案（ただし、

当社取締役会が承認したものを除きます。かかる行為を、以下「大規模買付等」といいます。）がなされる場

合を適用対象とします。大規模買付等を行い、または行おうとする者（以下「買付者等」といいます。）は、予

め本プランに定められる手続きに従わなければならないものとします。 

　　(ⅰ)当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付けその他の取得 

  　(ⅱ)当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所

有割合の合計が20％以上となる公開買付け 

　②「意向表明書」の当社への事前提出 

　　　 買付者等におきましては、大規模買付等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模買付

等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下「意向表明書」とい

います。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

　　　具体的には、「意向表明書」には、以下の事項を記載していただきます。 

　　(ⅰ)買付者等の概要 

　　　(イ)氏名または名称及び住所または所在地

(ロ)代表者の役職及び氏名 

(ハ)会社等の目的及び事業の内容 

(ニ)大株主または大口出資者（所有株式または出資割合上位10名）の概要 

(ホ)国内連絡先

(ヘ)設立準拠法

　(ⅱ)買付者等が現に保有する当社の株券等の数、及び意向表明書提出前60日間における買付者等の当社の株券等

の取引状況

(ⅲ)買付者等が提案する大規模買付等の概要（買付者等が大規模買付等により取得を予定する当社の株券等の

種類及び数、ならびに大規模買付等の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規

模買付等の後の当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等その他の目的がある場合には、そ

の旨及び内容。なお、目的が複数ある場合にはそのすべてを記載していただきます。）を含みます。） 
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　③「本必要情報」の提供

  　 　上記②の「意向表明書」をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、以下の手順に従い、当社に

対して、大規模買付等に対する株主の皆様のご判断のために必要かつ十分な情報（以下「本必要情報」とい

います。）を提供していただきます。 　　

　　 　まず、当社は、買付者等に対して、「意向表明書」を提出していただいた日から10営業日（初日不算入）以内

に、当初提出していただくべき情報を記載した「情報リスト」を②(ⅰ)(ホ)国内連絡先に発送いたしますの

で、買付者等には、かかる「情報リスト」に従って十分な情報を当社に提出していただきます。

　　　また、上記の「情報リスト」に従い買付者等から提供していただいた情報では、株主の皆様のご判断及び当社

取締役会の評価・検討等のために不十分であると当社取締役会が合理的に判断する場合には、買付者等には

当社取締役会が別途請求する追加の情報を提供していただきます。

　　　なお、大規模買付等の内容及び態様等にかかわらず、以下の各項目に関する情報は、原則として「情報リスト」

の一部に含まれるものとします。

　　(ⅰ)買付者等及びそのグループ（共同保有者、特別関係者及びファンドの場合は各組合員その他の構成員を含み

ます。）の詳細（沿革、具体的名称、資本構成、事業内容、財務内容、役員の氏名及び職歴等を含みます。）

　　(ⅱ)大規模買付等の目的（「意向表明書」において開示していただいた目的の詳細）、方法及び内容（経営参画

の意思の有無、大規模買付等の対価の種類及び金額、大規模買付等の時期、関連する取引の仕組み、買付予

定の株券等の数及び買付等を行った後における株券等所有割合、大規模買付等の方法の適法性、大規模買

付等の実行の可能性等を含みます。）

　　(ⅲ)大規模買付等の対価の算定根拠（算定の前提事実・仮定、算定方法、算定に用いた数値情報及び大規模買付

等に係る一連の取引により生じることが予想されるシナジーの内容、算定の際に第三者の意見を聴取した

場合における当該第三者の名称、意見の概要及び当該意見を踏まえて金額を決定するに至った経緯を含み

ます。）

　　(ⅳ)大規模買付等の資金の裏付け（資金の提供者（実質的提供者を含みます。）の具体的名称、調達方法及び関

連する取引の内容を含みます。）

　　(ⅴ)大規模買付等に際しての第三者との間における意思連絡の有無及び意思連絡がある場合はその内容及び当

該第三者の概要

    (ⅵ)買付者が既に保有する当社の株券等に関する貸借契約、担保契約、売戻契約、売買の予約その他の重要な契

約または取決め（以下「担保契約等」といいます。）がある場合には、その契約の種類、契約の相手方及び

契約の対象となっている株券等の数量等の当該担保契約等の具体的内容

　　(ⅶ)買付者等が大規模買付等において取得を予定する当社の株券等に関し担保契約等の締結その他第三者との

間の合意の予定がある場合には、予定している合意の種類、契約の相手方及び契約の対象となっている株

券等の数量等の当該合意の具体的内容

　　(ⅷ)大規模買付等の後における当社及び当社グループの経営方針、事業計画、資本政策及び配当政策

　　(ⅸ)大規模買付等の後における当社の従業員、取引先、及び顧客その他の当社に係る利害関係者の処遇等の方針

　　(ⅹ)当社の他の株主との利益相反を回避するための具体的方策

　　(xi)その他独立委員会が合理的に必要と判断する情報

　　　　　なお、当社取締役会は買付者等から意向表明書が提出された事実とその概要及び本必要情報の概要その他の

情報のうち株主の皆様のご判断に必要であると認められる情報がある場合には、適切と判断する時点で開

示いたします。

　　　　　当社取締役会は、買付者等より提出を受けた全ての情報を独立委員会に提供し、独立委員会は、提供された内

容が本必要情報として不十分であると判断した場合には、取締役会を通して、買付者等に対して、本必要情

報を追加的に提出するよう求めることがあります。

　　　　　また、独立委員会が買付者等による本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合には、当社取締役会は、

その旨を買付者等に通知（以下「情報提供完了通知」といいます。）するとともに、速やかにその旨を開

示いたします。
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　④取締役会評価期間の設定等

　　　　当社取締役会は、情報提供完了通知を行った後、原則として最大90日間の範囲内で、当社取締役会による評価、

検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間（以下「取締役会評価期間」といいます。）を設定しま

す。

　　　　ただし、取締役会評価期間は取締役会が必要と認める場合又は独立委員会の勧告を受けた場合には１回に限り

延長できるものとし、その場合は、具体的延長期間及び当該延長が必要とされる理由を買付者等に通知する

と共に株主の皆様に開示いたします。また、延長の期間は原則として最大30日間とします。

　　　　当社取締役会は、取締役会評価期間内において、必要に応じて適宜外部専門家等の助言を得ながら、買付者等か

ら提供された本必要情報を十分に評価・検討し、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の観点か

ら、買付者等による大規模買付等の内容の検討等を行うものとします。当社取締役会は、これらの検討等を通

じて、大規模買付等に関する当社取締役会としての意見を慎重にとりまとめ、買付者等に通知するとともに、

適時かつ適切に株主の皆様に開示いたします。また、必要に応じて、買付者等との間で大規模買付等に関する

条件・方法について交渉し、さらに当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示することもあります。当

社取締役会は、買付者等より意向表明書、本必要情報の提出を受け、取締役会評価期間開始と同時に、独立委

員会に対し、対抗措置の発動の是非について諮問します。

⑤対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

　　　　独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記④の当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案

と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うものとし

ます。独立委員会の判断が、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確

保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した第三者（投資銀行、証

券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。）

の助言を得ることができるものとします。なお、独立委員会が当社取締役会に対して以下の(ⅰ)または(ⅱ)に

定める勧告をした場合には、当社取締役会は、当該勧告の事実とその概要その他当社取締役会が適切と判断す

る事項について、速やかに情報開示いたします。

　　(ⅰ)独立委員会が対抗措置の発動を勧告する場合

独立委員会は、買付者等が本プランに規定する手続きを遵守しない場合または当社の企業価値・株主共同

の利益を損なうことが明白である場合で、対抗措置の発動が相当であると認められる場合には、当社取締役

会に対して、対抗措置の発動を勧告します。なお、大規模買付等が下記の(イ)から(ト)に掲げるいずれかの

類型に該当する場合には、原則として、当該大規模買付等は当社の企業価値・株主共同の利益を損なうもの

である場合に該当するものとします。

  　(イ)買付者等が真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で当社の株券等

を当社または当社関係者に引き取らせる目的での当社の株券等の取得（いわゆるグリーンメーラー）であ

ると判断される場合

　　(ロ)当社の会社経営を一時的に支配して当社または当社グループ会社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、

企業秘密情報、主要取引先または顧客等の当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはその

グループ会社等に移転する目的での当社の株券等の取得であると判断される場合

　　(ハ)当社の会社経営を支配した後に、当社または当社グループ会社の資産を当該買付者等またはそのグループ会

社等の債務の担保や弁済原資として流用する目的での当社の株券等の取得であると判断される場合

　　(ニ)当社の会社経営を一時的に支配して、当社または当社グループ会社の事業に当面関係していない不動産、有価

証券等の高額資産等を売却等により処分させ、その処分利益をもって一時的に高配当をさせるかあるいは

かかる一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って当社の株券等の高価売り抜けをする目的での当社

の株券等の取得であると判断される場合

　　(ホ)買付者等の提案する当社の株券等の買付方法が、いわゆる強圧的二段階買収（最初の買付けで当社の株券等

の全部の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開

買付け等の株券等の買付等を行うことをいいます。）等の、株主の皆様の判断の機会または自由を制約し、

事実上、株主に当社の株券等の売却を強要するおそれがあると判断される場合

　　(ヘ)買付者等の提案する当社の株券等の買付条件（買付対価の種類及び金額、当該金額の算定根拠、取得の時期及

び方法、違法性の有無、実現可能性、大規模買付等の後の経営方針又は事業計画、大規模買付等の後における

当社の他の株主、従業員、顧客、取引先その他の当社に係る利害関係者に対する方針等を含むがこれらに限

られません。）が、当社の本源的価値に照らして不十分または不適当なものであると判断される場合
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　　(ト)当社の企業価値を生み出す上で必要不可欠な当社の従業員、顧客、取引先その他の利害関係者との関係や、当

社の技術力、ブランド力または企業文化を毀損する等により、当社の企業価値・株主共同の利益に反する重

大なおそれがあると判断される場合

　　　　なお、独立委員会は、対抗措置の発動が相当であると判断する場合でも、対抗措置の発動について株主総会の決

議を得ることが相当であると判断するときは、取締役会に、株主総会の招集、対抗措置に関する議案の付議を

勧告するものとします。

(ⅱ)独立委員会が対抗措置の不発動を勧告する場合

 　　　　独立委員会は、買付者等の大規模買付等の内容が、本プランに定める手続に従ったものであり、かつ、企業価値を

毀損しもしくは株主共同利益を損なうものとはいえないと判断した場合、または、それ以外の場合でも対抗

措置を発動することが相当でないと判断した場合は、当社取締役会に対して、対抗措置の不発動を勧告しま

す。

 　　　　但し、独立委員会は、一旦対抗措置の不発動を勧告した後も、当該勧告の判断の前提となった事実関係等に変動

が生じ、買付者等による大規模買付等が上記(ⅰ)の要件を充足することとなった場合には、対抗措置を発動

することを当社取締役会に勧告することができるものとします。

⑥取締役会の決議、株主総会の開催等

 　　　　当社取締役会は、⑤に定める独立委員会の勧告を最大限尊重して、速やかに対抗措置の発動または不発動の決議

を行うものとします。

　　　 　また、当社取締役会は、独立委員会から対抗措置の発動に係る株主総会の招集及び議案の付議を勧告された場合

には、実務上可能な限り最短の期間で株主総会を開催し、対抗措置に関する議案を付議するものとします。当

該株主総会で対抗措置の発動を認める決議がなされた場合には、取締役会は、当該決議に従い、対抗措置に必

要な手続を遂行します。当該株主総会で対抗措置の発動を認めない決議がなされた場合には、取締役会は、当

該決議に従うものとします。

　　　 　当社取締役会は、上記の決議を行った場合には、その内容が対抗措置の発動であるか不発動であるかを問わず、

速やかに当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項について、情報開示を行います。

⑦対抗措置の中止または発動の停止

　　　　 当社取締役会が上記⑥の手続きに従い対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、買付者等が大規

模買付等を中止した場合または対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、発

動した対抗措置を維持することが相当でないと考えられる状況に至った場合には、当社取締役会は、独立委員

会の勧告に基づき、または勧告の有無もしくは勧告の内容にかかわらず、対抗措置の中止または発動の停止を

行うものとします。

　　　　 当社取締役会は、上記決議を行った場合、速やかに、当該決議の概要その他当社取締役会が適切と判断する事項

について、情報開示を行います。

⑧大規模買付等の開始

　　　 　買付者等は、上記①から⑥に規定する手続きを遵守するものとし、当社取締役会または株主総会が⑥記載の対抗

措置の不発動の対抗措置の不発動の決議を行うまでは、大規模買付等を開始することはできないものとしま

す。

 （2）本プランにおける対抗措置の具体的内容

　　当社取締役会が（1）⑥に記載の決議に基づき発動する対抗措置としては、原則として、新株予約権（以下「本新

株予約権」といいます。）の無償割当てを行うこととします。ただし、会社法その他の法令及び当社の定款上認め

られるその他の対抗措置を発動することが適当と判断される場合には当該その他の対抗措置を用いることもあ

ります。

　　本新株予約権の無償割当ての概要は下記に記載のとおりといたします。

　　１．本新株予約権の数

　　本新株予約権の無償割当てに関する取締役会決議又は株主総会決議（以下「本新株予約権無償割当て決

議」といいます。）において別途定める一定の日（以下「割当期日」といいます。）における当社の最終の

発行済株式総数（但し、同時点において当社の有する当社株式の数を控除します。）と同数とします。

２．割当対象株主

　　割当期日における当社の最終の株主名簿に記録された当社以外の株主に対し、その有する当社株式１株につ

き本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当てます。

３．本新株予約権の無償割当ての効力発生日

　　本新株予約権無償割当て決議において別途定める日とします。

４．本新株予約権の目的である株式の数

　　本新株予約権１個の目的である当社株式の数（以下「対象株式数」といいます。）は、原則として１株とし

ます。
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５．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　本新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、本新株予約権の行使に際して出資される財産の当

社株式１株当たりの価額は、１円を下限とし当社株式１株の時価の２分の１の金額を上限とする金額の範囲

内で本新株予約権無償割当て決議において別途定める価額とします。なお、「時価」とは、本新株予約権無償

割当て決議に先立つ90日間（取引が成立しない日を除きます。）の東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の各日の終値の平均値（気配表示を含みます。）に相当する金額とし、１円未満の端数は切り上げ

るものとします。

６．本新株予約権の行使期間

　　本新株予約権無償割当て決議において別途定める日を初日（以下、かかる行使期間の初日を「行使期間開始

日」といいます。）とし、１ヶ月間から３ヶ月間までの範囲で本新株予約権無償割当て決議において別途定

める期間とします。但し、下記９項の規定に基づき当社が本新株予約権を取得する場合、当該取得に係る本新

株予約権の行使期間は、当該取得日の前日までとします。また、行使期間の最終日が行使に際して払い込まれ

る金銭の払込取扱場所の休業日にあたるときは、その前営業日を最終日とします。

７．本新株予約権の行使条件

　(Ⅰ)特定大量保有者、(Ⅱ)特定大量保有者の共同保有者、(Ⅲ)特定大量買付者、(Ⅳ)特定大量買付者の特別関

係者、もしくは(Ⅴ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅳ)に該当する者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得ることな

く譲り受けもしくは承継した者、又は、(Ⅵ)上記(Ⅰ)ないし(Ⅴ)に該当する者の関連者（以下、(Ⅰ)ないし

(Ⅵ)に該当する者を「非適格者」と総称します。）は、原則として本新株予約権を行使することができませ

ん。また、外国の適用法令上、本新株予約権の行使にあたり所定の手続が必要とされる非居住者も、原則とし

て本新株予約権を行使することができません（但し、非居住者の保有する本新株予約権も適用法令に従うこ

とを条件として、下記第９項(2)のとおり、当社による当社株式を対価とする取得の対象となります。）。さら

に、本新株予約権の行使条件を充足していること等についての表明保証条項、補償条項その他の誓約文言を

含む当社所定の書式による誓約書を提出しない者も、本新株予約権を行使することができません。

８．本新株予約権の譲渡

　　本新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の承認を要します。

９．当社による本新株予約権の取得

(1) 当社は、行使期間開始日の前日までの間いつでも、当社が本新株予約権を取得することが適切であると当

社取締役会が認める場合には、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、全ての本新株予約権を無償

で取得することができるものとします。

(2) 当社は、当社取締役会が別途定める日の到来日をもって、非適格者以外の者が有する本新株予約権のうち

当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のもの全てを取得し、これと引換えに、本新株予約権１個

につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができます。

　　また、かかる取得がなされた日以降に、本新株予約権を有する者のうち非適格者以外の者が存在すると当社

取締役会が認める場合には、上記の取得がなされた日より後の当社取締役会が定める日の到来日をもって、

当該者の有する本新株予約権のうち当該当社取締役会が定める日の前日までに未行使のものを全て取得し、

これと引換えに、本新株予約権１個につき対象株式数に相当する数の当社株式を交付することができるもの

とし、その後も同様とします。

(3) (1)及び(2)のほか、本新株予約権の取得に関する事項については、必要に応じ、本新株予約権無償割当て決

議において定めることがあります。

10．合併、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付

　本新株予約権無償割当て決議において別途定めるものとします。

11．新株予約権証券の発行

本新株予約権に係る新株予約権証券は発行しません。

12．その他

上記に定めるほか、本新株予約権の内容の詳細は、本新株予約権無償割当て決議において別途定めるもの

とします。

　当社取締役会は、対抗措置の発動を決議した後または発動後においても、上記(1)⑦に記載のとおり、対抗措

置の中止または発動の停止を決定することがあります。当社取締役会は、本新株予約権の無償割当てについて

設定した基準日に係る権利落ち日の前日までにおいては本新株予約権の無償割当てを中止し、本新株予約権

の無償割当ての効力発生日以後本新株予約権の行使期間の開始日の前日までにおいては当社が無償で本新株

予約権を取得する等の方法で、対抗措置の発動を停止することができるものとします。
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（3）本プランの有効期間、廃止及び変更

 　本プランの当初の有効期間は、平成26年６月に開催予定の定時株主総会終結の時までとします。

　ただし、かかる有効期間の満了前であっても、当社の株主総会において本プランの変更または廃止の決議がなさ

れた場合には、本プランは当該決議に従い、その時点で変更または廃止されるものとします。また、当社の取締役会

で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時

点で廃止されるものとします。

  なお、当社取締役会は、会社法、金融商品取引法、その他の法令もしくは金融商品取引所規則の変更またはこれら

の解釈・運用の変更、または税制、裁判例等の変更により合理的に必要と認められる範囲で独立委員会の承認を得

た上で、本プランを修正し、または変更する場合があります。

　当社は、本プランが廃止または変更された場合には、当該廃止または変更の事実及び変更の場合には変更内容そ

の他当社取締役会が適切と認める事項について、情報開示を行います。

５． 本プランの合理性

(1) 買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること

　本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保また

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原

則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）をすべて充足しています。

(2) 当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

　本プランは、上記３．に記載のとおり、当社株券等に対する買付等がなされた際に、当該買付等に応じるべき

か否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保

し、株主の皆様のために買付者等と協議・交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の企業価値・株主

共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されるものです。

(3) 株主意思を重視するものであること

　当社は、本プランにつき株主の皆様の意思を反映させるため、本定時株主総会において、本プランへの継続に

関する議案につき株主の皆様のご承認をいただくこととし、かかるご承認がいただけない場合には、本プラン

への継続はなされません。また、上記４．(3)に記載したとおり、本プランには、その有効期間を約３年間とす

るいわゆるサンセット条項が付されており、また、本定時株主総会後においても当社株主総会において本プラ

ンの変更または廃止の決議がなされた場合には、本プランは当該決議に従い変更または廃止されることにな

り、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。

(4) 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

　当社は、取締役会の恣意的判断を排除するため、対抗措置の発動等を含む本プランの運用に関する決議及び

勧告を客観的に行う取締役会の諮問機関として独立委員会を設置しております。

　独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の社外取締役、社外監査役または社外の

有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは学識経験者等）から選任される委

員３名以上により構成されております。

　また、当社は、必要に応じ独立委員会の判断の概要について株主の皆様に情報開示を行うこととし、当社の企

業価値・株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。

(5) 合理的な客観的発動要件の設定

　本プランは、上記４．(1)⑤及び⑥に記載のとおり、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動さ

れないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。

(6) デッドハンド型もしくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

　上記４．(3)に記載のとおり、本プランは、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によ

り、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策

（取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

　また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型（取締役会の構成の交代を一度

に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。
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６．株主の皆様への影響

　(1) 本プランの継続時に株主及び投資家の皆様に与える影響

 　　本プランの継続時には、本新株予約権の無償割当て自体は行われません。従って、本プランがその継続時に株主

及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは

ありません。

　(2) 本新株予約権の無償割当て時に株主の皆様に与える影響

　　 当社取締役会または株主総会が対抗措置の発動を決定し、本新株予約権の無償割当てを行う場合には、別途定

める割当て期日における株主名簿に記録された株主の皆様に対し、その保有する株式１株につき本新株予約権

１個の割合で、本新株予約権が無償にて割り当てられます。このような仕組み上、本新株予約権の無償割当て時

においても、株主及び投資家の皆様が保有する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じるものの保有

する当社株式全体の経済的価値の希釈化は生じず、また当社株式１株当たりの議決権の希釈化は生じないこと

から、株主及び投資家の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与

えることは想定しておりません。

　   ただし、買付者等につきましては、この対抗措置の発動により、結果的に、法的権利または経済的利益に何らか

の影響が生じる場合があります。

　 　なお、本新株予約権の無償割当ての決議をした場合であっても、上記４．(1)⑦に記載の手続き等に従い当社取

締役会が発動した対抗措置の中止または発動の停止を決定した場合には、当社株式の株価に相応の変動が生じ

る可能性があります。例えば、本新株予約権の無償割当てを受けるべき株主が確定した後において、当社が本新

株予約権の無償割当てを中止し、または本新株予約権を無償取得した場合には、株主及び投資家の皆様が保有

する当社株式１株当たりの経済的価値の希釈化は生じないことになるため、当社株式１株当たりの経済的価値

の希釈化が生じることを前提にして売買を行った投資家の皆様は、株価の変動により損害を被る可能性がある

点にご留意ください。

　　 また、本新株予約権の行使または取得に関して差別的条件を付す場合には、当該行使または取得に際して、買付

者等の法的権利、経済的利益に影響が生じることが想定されますが、この場合であっても、買付者等以外の株主

及び投資者の皆様の有する当社株式に係る法的権利及び経済的利益に対して直接具体的な影響を与えること

は想定しておりません。

　(3) 本新株予約権の無償割当てに伴って株主の皆様に必要となる手続き

　　　　当社取締役会または株主総会が本新株予約権の無償割当ての決議を行った場合には、割当て期日を定め、これを公

告します。

　　　　なお、割当て期日における最終の株主名簿に記録された株主の皆様は、当該新株予約権の無償割当ての効力発生日

において、当然に新株予約権者となるため、申込みの手続きは不要です。

　　　　以上のほか、割当て方法、行使の方法及び当社による取得の方法等の詳細については、本新株予約権の無償割当てに

関する当社取締役会または株主総会の決議が行われた後、当社は、その手続きの詳細に関して、適用ある法令及び

金融商品取引所規則に基づき、適時かつ適切に開示または通知を行いますので当該開示または通知の内容をご確

認ください。

　

　

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、３千１百万円であります。

　

(5）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成23年６月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成23年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 14,090,400 14,090,400
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 14,090,400 14,090,400 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成23年４月１日～

平成23年６月30日
－ 14,090,400 － 704,520 － 56,076

　 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成23年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

　 平成23年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式 　　 569,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 13,504,000 13,504 －

単元未満株式 普通株式　　　 17,400 － －

発行済株式総数 14,090,400 － －

総株主の議決権 － 13,504 －

　

②【自己株式等】

　 平23年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

日本坩堝株式会社

東京都渋谷区恵比寿

１－21－３
569,000 － 569,000 4.04

計 － 569,000 － 569,000 4.04

　

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。）に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成23年４月１日から平

成23年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,206,278 2,048,642

受取手形及び売掛金 2,833,146 2,701,053

商品及び製品 590,955 641,632

仕掛品 286,982 276,148

原材料及び貯蔵品 514,439 557,617

その他 325,680 232,758

貸倒引当金 △800 △1,000

流動資産合計 6,756,680 6,456,850

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,048,527 1,033,228

機械装置及び運搬具（純額） 342,199 321,253

工具、器具及び備品（純額） 74,682 70,464

土地 96,379 96,379

リース資産（純額） 235,056 222,898

有形固定資産合計 1,796,843 1,744,222

無形固定資産 22,502 21,505

投資その他の資産

投資有価証券 508,874 521,592

繰延税金資産 302,071 326,281

その他 425,558 432,957

貸倒引当金 △107,619 △107,772

投資その他の資産合計 1,128,884 1,173,058

固定資産合計 2,948,229 2,938,785

資産合計 9,704,909 9,395,635
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,339,474 1,296,460

短期借入金 2,575,782 2,582,683

リース債務 43,726 43,726

未払法人税等 120,565 2,605

賞与引当金 165,400 80,315

役員賞与引当金 10,500 2,250

その他 458,533 616,982

流動負債合計 4,713,980 4,625,021

固定負債

長期借入金 1,289,890 1,179,497

リース債務 202,192 189,192

退職給付引当金 435,593 380,934

役員退職慰労引当金 116,400 67,350

資産除去債務 8,500 8,500

その他 185,770 184,168

固定負債合計 2,238,345 2,009,641

負債合計 6,952,325 6,634,662

純資産の部

株主資本

資本金 704,520 704,520

資本剰余金 56,076 56,076

利益剰余金 2,042,980 2,047,487

自己株式 △68,937 △68,972

株主資本合計 2,734,639 2,739,111

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26,257 23,092

繰延ヘッジ損益 △2,846 △1,898

為替換算調整勘定 △19,978 △17,080

その他の包括利益累計額合計 3,433 4,114

少数株主持分 14,512 17,748

純資産合計 2,752,584 2,760,973

負債純資産合計 9,704,909 9,395,635
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

売上高 1,901,088 1,913,312

売上原価 1,349,378 1,370,409

売上総利益 551,710 542,903

販売費及び一般管理費 447,319 462,417

営業利益 104,391 80,486

営業外収益

受取利息 64 107

受取配当金 3,535 3,605

受取家賃 3,319 3,781

持分法による投資利益 3,165 2,807

雇用調整助成金 791 －

その他 2,351 4,874

営業外収益合計 13,225 15,174

営業外費用

支払利息 21,108 20,059

手形売却損 78 22

その他 36 602

営業外費用合計 21,222 20,683

経常利益 96,394 74,977

特別損失

固定資産除却損 － 9

投資有価証券評価損 9,130 －

ゴルフ会員権評価損 420 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,500 －

特別損失合計 18,050 9

税金等調整前四半期純利益 78,344 74,968

法人税、住民税及び事業税 4,175 2,580

法人税等調整額 32,091 24,083

法人税等合計 36,266 26,663

少数株主損益調整前四半期純利益 42,078 48,305

少数株主利益 1,693 3,236

四半期純利益 40,385 45,069
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 42,078 48,305

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △21,160 △3,165

繰延ヘッジ損益 541 948

為替換算調整勘定 △1,404 2,898

その他の包括利益合計 △22,023 681

四半期包括利益 20,055 48,986

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 18,362 45,750

少数株主に係る四半期包括利益 1,693 3,236

EDINET提出書類

日本坩堝株式会社(E01131)

四半期報告書

19/24



【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

　

【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期連結累計期間に係る四半

期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費は、次の

とおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

減価償却費 61,510千円 62,059千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

　　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年６月29日

定時株主総会
普通株式 13,522 1.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　　配当金支払額

（決議）

株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年６月29日

定時株主総会
普通株式 40,562 3.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上

額
（注）２

耐火物等
エンジニア
リング

不動産賃貸事
業

計

売上高       

外部顧客への売上高 1,486,696336,31178,0811,901,088 － 1,901,088
セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,947 － － 2,947△2,947 －

計 1,489,643336,31178,0811,904,035△2,9471,901,088

セグメント利益 150,70410,36654,295215,365△110,974104,391

（注）１．セグメント利益の調整額△110,974千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門の人件費及び経費

であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上

額
（注）２

耐火物等
エンジニア
リング

不動産賃貸事
業

計

売上高       

外部顧客への売上高 1,534,067320,17459,0711,913,312 － 1,913,312
セグメント間の内部売上高
又は振替高

2,567 － － 2,567△2,567 －

計 1,536,634320,17459,0711,915,879△2,5671,913,312

セグメント利益又は損失

（△）
171,434△8,365 34,035197,104△116,61880,486

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△116,618千円は、主に報告セグメントに帰属しない本社部門の

人件費及び経費であります。

　　　２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

　　１株当たり四半期純利益金額 2円99銭 3円33銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 40,385 45,069

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 40,385 45,069

普通株式の期中平均株式数（千株） 13,522 13,520

（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 

平成23年８月９日

日本坩堝株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士 平　　野　　　　　洋　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員  公認会計士 小　　林　　功　　幸　　㊞

　

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日
本坩堝株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期
間（平成23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日か
ら平成23年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損
益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し
て四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
び運用することが含まれる。　
　
監査人の責任　
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財
務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて
限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に
公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本坩堝株式会社及び連結子会社の
平成23年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正
に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係　
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。

以　上
　 

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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